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Ⅰ－１ 水道事業ビジョン策定の目的  

 

本市の水道事業は、少子高齢化社会の進展に伴う人口の減少などによる料金収入の減少、

東日本大震災の経験を踏まえた南海トラフ地震等の危機管理対策、老朽化した施設の更新、

水環境の変化に対応した水質管理の強化、多様化・高度化する利用者ニーズへの対応など

さまざまな課題を有しています。 

 

また、国において平成２５年３月に「新水道ビジョン」が策定され、供給体制の持続性

の確保（「持続」）、水道水の安全の確保（「安全」）、確実な給水＊の確保（「強靱」）の３つの

観点から５０年後、１００年後の水道の理想像が示され、その実現に向けて各水道事業者

が水道事業ビジョンを定め、具体的な取り組みを積極的に進めることが求められています。 

 

このような状況のもと、本市における水道の目指すべき理想像を示し、その実現のため

に、現状分析と課題抽出を行い、今後取り組むべき方策を定めることを目的として、「鳴門

市水道事業ビジョン（以下、本ビジョンという）」を策定します。 

 

Ⅰ－２ 水道事業ビジョンの位置づけ 

 

本ビジョンは、平成２４年７月に策定した「第六次鳴門市総合計画」を上位計画とし、

水道事業における基本的方針を定めた最上位の長期構想として位置づけられるものです。 

 

鳴門市水道事業ビジョン

厚生労働省

新水道ビジョン
第六次鳴門市総合計画

各種実行計画
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Ⅰ－３ 目標年度 

 

 本ビジョンの目標年度は、１０年後の平成３７年度とし、５０年後、１００年後の水道

の理想像を実現するために１０年後までに達成しておくべき目標を定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の水道 課題が山積 

水道の目指すべき理想像 

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

水道事業ビジョンの目標 １０年後 
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Ⅱ－１ 本市水道事業の沿革 

 

本市は古くから良質な地下水に恵まれず、昭和４年に旧撫養町議会で上水道の建設を可

決し、昭和５年に事業認可を得て着工、昭和７年から撫養町一円における給水を開始して

います。その後、拡張事業により鳴門町、瀬戸町、里浦町、大津町に給水地域を拡大し、

第５期拡張事業では水源を深井戸から旧吉野川の表流水＊とし、浄水方式を急速ろ過方式＊

に切り替えました。 

また、昭和３６年には鳴門町鳴門公園地区へ給水するため、小鳴門海峡を海底横断する

送水管＊の布設＊（第６期拡張事業）、瀬戸町島田地区・北灘町への給水（第７期拡張事業）、

昭和４４年には合併した大麻町広域簡易水道＊を鳴門市上水道に統合（第８期拡張事業）し、

さらに昭和４５年から昭和５２年までの８カ年で北島浄水場＊の浄水施設の新設、市内配水

管＊の増強を完了（第９期拡張事業）、昭和５９年から平成３年までは浄水施設の増量改善、

配水池＊の築造等を行いました（第１０期拡張事業）。第１０期までの拡張事業により、水

道施設は現在とほぼ変わらない状態まで整備されました。 

その後、将来的な水需要の増加に対応するため、吉野川水系水資源開発基本計画（フル

プラン）へ参画し、平成１４年には計画給水人口＊を６６，４００人、１日最大水量を 

５６，８５０㎥とする計画変更について厚生労働省より認可を受けています。 

現在は、国土交通省が行う旧吉野川改修工事に伴い、取水位置を変更する必要があった

ため、浄水場取水塔＊を更新することとし、平成２３年に変更認可を受け、平成２８年の完

成に向けて工事を実施しています。 

 

 

事業名 
認可 

年月 

竣工 

年月 

計画給水 

人口(人) 

計画最大 

給水量

(㎥) 

事業費 

(千円) 
概  要 

創 設 S 5. 8 S 7. 5 22,000 2,640 375 撫養町給水 

第１期 S23.11 S26. 9 29,500 3,540 39,856 
鳴門町高島三ツ石・瀬

戸町給水 

第２期 S25.11 S27. 5 33,000 6,270 17,164 
里浦町・鳴門町土佐泊

給水 

第３期 S27. 9 S34. 3 35,700 9,000 123,612 
水源増強、送配水施設

の拡充 

第４期 S33. 9 S34.12 40,000 9,000 17,690 
大津町･里浦町粟津給

水 

第５期 S34.12 S37.11 40,000 10,000 80,874 
水源とろ過方式の変

更 
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事業名 
認可 

年月 

竣工 

年月 

計画給水 

人口(人) 

計画最大 

給水量

(㎥) 

事業費 

(千円) 
概  要 

第６期 S36.12 S38. 8 40,000 10,000 36,372 
鳴門町鳴門公園地区

給水 

第７期 S39.12 S43. 3 53,000 20,000 508,498 

送配水施設の拡充、瀬

戸町島田地区・北灘町

櫛木粟田地区給水 

第８期 S44. 9 S44.10 67,000 22,250 32,580 
大麻町広域簡易水道

の統合 

第９期 S45. 3 S53. 3 70,000 42,000 3,704,946 

浄水場整備、送配水施

設の拡充、北灘町折野

大浦地区給水 

第１０期 S59. 5 H 4. 3 75,000 55,500 2,379,000 
浄水場･送配水施設の

拡充 

計画変更 H14. 3 － 66,400 56,850 － 
吉野川水系水資源開

発基本計画参画 

計画変更 H23. 2 H28. 3 66,400 56,850 97,792 浄水場取水塔更新 
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高速凝集沈殿池

急速ろ過池

56,850m3/日

給水量

室

中山

池谷～三俣～市場～津慈

大浦～宿毛谷～鳥ヶ丸

上田井

木
津
系

大
谷
系

平
草
系

(折野)

折野～三津～大須～碁の浦

小海～日出

粟田

妙見山山頂

岡崎～弁財天～北浜～林崎

本四公団

(福池)

(ｿﾌﾄﾉﾐｯｸｽ) ソフトノミックスパーク

島向

小島田～中島田～大島田

スカイライン

撫佐

桑島～斎田～南浜～木津

木津野～矢倉～吉永～徳長～長江

高島 高島海底管 阿波井

(鳴門公園) 鳴門公園

北泊(北泊)堂浦～北泊

明神

黒崎～明神

鳴門複合産業団地(産業団地)

桧 (桧)

(平草)

(木津中継
ポンプ場)

草の実学園方向

樋殿谷

椎尾谷

(粟田)

黒崎 黒崎海底管

黒山

櫛木

明神

立岩～里浦～粟津

三ツ石 土佐泊

リューネの森の一部

(下田第２) (下田第３) 山頂

大幸～段関～備前島～矢倉～大津川向

大谷～姫田～大代

松村～高畑

(大谷加圧)

中馬詰～西馬詰～市場～市場川向

牛屋島～東馬詰

萩原

板東

鳴
門
市
浄
水
場

60,077m3/日

取水量

P

木津接合井

P

大谷配水池

平草配水池

平草高区

配水池

P P P 倉谷

受水槽

P 桧

配水池

P 妙見山配水池

中山配水池

葛城

配水池

P
粟田

配水池

P
折野

配水池

P 産業団地

配水池

P 北泊

配水池

中央配水池

P 鳴門公園

配水池

P 島田島高区

配水池

四方見橋

減圧水槽

島田

配水池

P ｿﾌﾄﾉﾐｯｸｽ

配水池

浄水池

旧吉野川

P P P

Ⅱ－２ 施設の概要 

 

本市の水道水は、旧吉野川の表流水を北島町高房の浄水場横で取水し、浄水場で浄化し

てから市内の各配水池に送水され、そこから各家庭へ配水されています。 

 

 

 
水道施設概略図 

送配水系統図 
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Ⅱ－３ 給水の状況 

 

 本市は、山間部を除いたほぼ全域を給水区域＊としており、水道普及率は９９．９％とな

っています。平成２６年度の年間の総配水量＊は１０，１０４，９３１㎥となっており、一

人一日平均で約４６０リットルの配水を行っています。 

 

平成２６年度末の給水状況 

 本 市 数 値 参 考 値 

行政区域内人口（人） ６０，２９４  

現在給水人口（人） ６０，２１９  

普及率（％） ９９．９ 全国平均       ９７．７ 

年間配水量（㎥） １０，１０４，９３１  

年間有収水量＊（㎥） ８，７０５，７９２  

有収率＊（％） ８６．２ 同規模団体平均値   ８８．４ 

供給単価＊（円／㎥） １２６．４３ 同規模団体平均値 １７４．３２ 

給水原価＊（円／㎥） １２７．８１ 同規模団体平均値 １７６．２７ 

※１参考値はいずれも平成２５年度末値 

※２同規模団体は給水人口５万人以上１０万人未満の団体 
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Ⅲ－１．現状分析と課題の抽出にあたっての基本的な考え方  

 

本市水道事業の現状分析と課題の抽出については、国の新水道ビジョンで示された３つ

の観点から行います。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－２．水道サービスの持続性は確保されているか 

 

（１）水道普及率について 

 

 本市は、山間部を除いた全域を給水区域としており、平成２６年度末の総人口６０，２

９４人に対して、給水区域内人口は６０，２５５人となっています。また、給水区域内に

おいては、ほぼ全域に給水を行っており、給水人口は６０，２１９人、水道普及率は９９．

９％となっています。 

 

（２）水源について 

 

 本市の保有している水利権＊は、旧吉野川表流水１２，１００㎥／日、早明浦ダム配水４

７，９７７㎥／日で合わせて６０，０７７㎥／日となっています。一日最大配水量と比べ

た水源余裕率は９１．９％となっており、比較的余裕があります。 

 

水源余裕率（％）＝［（確保している水源水量／一日最大配水量）－１］×１００ 

 

水利権（㎥／日） 一日最大配水量（㎥／日） 水源余裕率 

６０，０７７（H26） ３１，３１２（H26） ９１．９％ 

 

（３）経営状況について 

 

①損益の状況 

 収入の大半を占める給水収益が、少子高齢化や節水意識の高まりなどにより減少傾向に

ある一方で、費用面では、人件費の削減など経費の節減に取り組んでいるものの、施設の

老朽化に伴う維持管理の増加などにより、ほぼ横ばいとなっています。 

観点１：水道サービスの持続性は確保されているか（持続） 

観点２：安全な水の供給は保証されているか（安全） 

観点３：危機管理への対応は徹底されているか（強靱） 
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 このため、毎年の黒字は確保しておりますが、経常的な収入と支出の比率を表す経常収

支比率＊は悪化傾向にあります。今後もこの傾向が続くことが予想され、将来的には単年度

赤字を計上する可能性があります。 

 

水道事業会計の損益の状況 （単位：百万円）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

1 1,392    1,367    1,357    1,341    1,269    1,249    1,243    1,228    1,197    1,201    1,151    

1 1,340    1,319    1,307    1,289    1,225    1,209    1,192    1,175    1,152    1,141    1,101    

2 52         48         50         52         44         40         51         53         45         60         50         

2 1          1          1          6          33         19         18         8          4          11         79         

1 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          71         

2 1          1          1          6          33         19         18         8          4          11         8          

3 -          -          -          -          2          1          -          -          -          3          72         

1,393    1,368    1,358    1,347    1,304    1,269    1,261    1,236    1,201    1,215    1,302    

1 1,056    1,124    1,080    1,107    1,165    1,073    1,077    1,088    1,105    1,057    1,095    

1 182       200       187       182       169       171       164       177       186       178       176       

2 261       285       271       277       286       251       289       263       278       256       298       

3 37         34         30         31         32         32         35         34         31         38         33         

4 226       257       237       254       299       252       214       232       221       193       177       

5 343       346       351       357       363       362       372       381       387       387       407       

6 7          2          3          6          16         4          3          1          2          5          4          

7 -          -          1          -          -          1          -          -          -          -          -          

2 120       108       99         93         79         78         77         59         55         52         51         

1 120       108       99         93         79         78         77         59         55         47         48         

2 -          -          -          -          -          -          -          -          -          5          3          

3 3          3          4          30         3          2          2          4          1          -          15         

1,179    1,235    1,183    1,230    1,247    1,153    1,156    1,151    1,161    1,109    1,161    

214       133       175       117       57         116       105       85         40         106       141       

6          1          4          9          6          3          9          24         19         19         1,458    

220       134       179       126       63         119       114       109       59         125       1,599    

118.2% 110.8% 114.8% 109.5% 104.6% 110.1% 109.1% 107.4% 103.4% 109.6% 112.1%

118.5% 111.0% 115.2% 112.3% 104.7% 110.2% 109.3% 107.8% 103.5% 109.3% 107.3%

106.6% 104.0% 104.1% 102.4% 103.9% 107.0% 108.1% 105.4% 107.9%( 類 似 団 体 平 均 )

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越
利 益 剰 余 金

経 常 収 支 比 率

総 収 支 比 率

給 水 収 益

そ の 他 営 業 収 益

長 期 前 受 金 戻 入

受 託 工 事 費

配 水 及 び 給 水 費

収 入 合 計

原 水 及 び 浄 水 費

そ の 他 営 業 費 用

資 産 減 耗 費

減 価 償 却 費

総 係 費

支 出 合 計

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

その他営業外費用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

営 業 費 用

その他営業外収益

科　　目

＊

＊

＊

＊

＊

 

※平成 26 年度から地方公営企業の会計基準が見直されています。 

 

②貸借対照表の状況 

企業の中長期的な安全性を表す自己資本構成比率＊は７０％以上あります。民間企業では

４０％以上あれば安定的な企業と言われていますので、中長期的な健全性は確保されてい

ます。 

また、短期的な安全性を表す流動比率＊については、目安とされている２００％を大きく

上回っており、安定的な資金繰りが行われています。 
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一方で、積極的に建設改良を行った結果、借入金である企業債＊の残高は増加傾向にあり、

今後の経営状況の悪化が懸念されます。 

 

水道事業会計の貸借対照表の状況 （単位：百万円）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

1 9,333    9,313    9,542    9,914    10,053   10,288   10,471   10,619   10,289   10,417   10,371   

1 9,038    9,041    9,292    9,386    9,545    9,800    10,002   10,168   10,155   10,300   10,269   

2 295       272       250       228       208       188       169       151       134       117       102       

3 -          -          -          300       300       300       300       300       -          -          -          

2 1,095    1,236    1,239    817       870       968       1,018    1,038    1,539    1,656    1,905    

1 465       495       385       625       653       719       758       823       1,285    1,435    1,623    

2 186       189       206       160       143       161       165       138       127       124       163       

3 444       552       648       32         74         88         95         77         127       97         119       

10,428   10,549   10,781   10,731   10,923   11,256   11,489   11,657   11,828   12,073   12,276   

1 -          33         21         59         100       141       181       220       265       262       2,622    

1 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          2,472    

2 -          33         21         59         100       141       181       220       265       262       150       

2 150       211       299       216       156       196       220       193       214       228       533       

1 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          148       

2 149       208       296       213       152       148       169       143       163       178       281       

3 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          15         

4 1          3          3          3          4          48         51         50         51         50         89         

3 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1,558    

1 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1,558    

150       244       320       275       256       337       401       413       479       490       4,713    

1 6,561    6,642    6,782    6,898    7,099    7,199    7,252    7,365    7,391    7,423    5,149    

1 4,337    4,505    4,652    4,888    5,011    5,031    5,072    5,149    5,149    5,149    5,149    

2 2,224    2,137    2,130    2,010    2,088    2,168    2,180    2,216    2,242    2,274    -          

2 3,717    3,663    3,679    3,558    3,568    3,720    3,836    3,879    3,958    4,160    2,414    

1 2,918    2,950    2,987    3,035    3,112    3,167    3,219    3,254    3,293    3,389    69         

2 799       713       692       523       456       553       617       625       665       771       2,345    

178       178       112       13         9          50         119       132       222       262       362       

401       401       401       384       384       384       384       384       384       384       384       

220       134       179       126       63         119       114       109       59         125       1,599    

10,278   10,305   10,461   10,456   10,667   10,919   11,088   11,244   11,349   11,583   7,563    

10,428   10,549   10,781   10,731   10,923   11,256   11,489   11,657   11,828   12,073   12,276   

77.2% 77.4% 77.3% 78.7% 78.5% 77.7% 77.5% 77.4% 77.0% 77.1% 74.3%

56.5% 53.4% 54.3% 56.0% 58.6% 61.1% 64.7% 65.4% 66.6%

730.0% 585.8% 414.4% 378.2% 557.7% 493.9% 462.7% 537.8% 719.2% 726.3% 357.4%

705.1% 756.2% 712.1% 700.3% 539.1% 536.3% 681.4% 700.0% 673.2%

長 期 前 受 金

未 払 金

繰 延 収 益

自 己 資 本 構 成 比 率

引 当 金

そ の 他 流 動 負 債

負 債 合 計

自 己 資 本 金

資 本 金

借 入 資 本 金

当 年 度 末 未 処 分
利 益 剰 余 金

流 動 比 率

未 収 金

そ の 他 流 動 資 産

資 産 合 計

流 動 負 債

企 業 債

企 業 債

固 定 負 債

引 当 金

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

固 定 資 産

投 資

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

科　　目

剰 余 金

資 本 剰 余 金

建設改良積立金

利 益 剰 余 金

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

減 債 積 立 金

（ 類 似 団 体 平 均 ）

（ 類 似 団 体 平 均 ）  

※平成 26 年度から地方公営企業の会計基準が見直されています。 
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③キャッシュ・フローの状況 

 平成２６年度末のキャッシュ残高は約１６億円となっており、年間給水収益（税込）の

約１２億円を上回って確保しています。災害などにより、長期間にわたり給水収益が確保

できない状況となっても、資金不足に陥ることはありません。 

また、業務活動により確実にキャッシュは増加しているものの、積極的な投資を行って

いる結果、投資活動によるキャッシュ不足を企業債の発行により補っています。 

 

水道事業会計のキャッシュ・フローの状況  （単位：百万円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当期純利益

(2) 減価償却費

(3) 引当金の増減額

(4) 長期前受金戻入額

(5) 固定資産除却費

(6) 有形固定資産売却損益

(7) 未収金の増減額

(8) 未払金の増減額

(9) たな卸資産の増減額

(10) 預り金の増減額

(11) その他流動資産の増減額

(12) その他の流動負債の増減額

(13) 一般会計納付金

業務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出

(2) 有形固定資産の売却による収入

(3) 国庫補助金等による収入

(4) 補助金返還金

(5) 他会計からの繰入金による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債による収入

(2) 企業債の償還による支出

(3) 他会計貸付金返還金

(4) 他会計貸付金

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ　キャッシュの増加額・減少額

Ⅴ　キャッシュの期首残高

Ⅵ　キャッシュの期末残高

345    

188    

1,435 

1,623 

485    

△140 

-       

-       

△686 

-       

25      

-       

38      

△623 

43      

△22  

-       

-       

466    

△71  

3       

-       

△41  

103    

△2    

150    

1,285 

1,435 

H26

141    

407    

△95  

165    

△132 

-       

-       

33      

3       

33      

△1    

48      

△421 

28      

-       

-       

538    

4       

△3    

3       

15      

1       

△1    

H25

106    

387    

△2    

-       -       -       

-       

35      

29      

△2    

-       

-       

8       

△505 

65      

△493 

190    

△155 

-       

H23

85      

381    

-       

523    

△1    

-       

△1    

-       

△318 

-       

△520 

H16 H17 H22 H24

△425 

39      

625    653    719    

667    465    719    823    758    

465    495    758    1,285 823    

△202 30      39      462    

12      326    

△50  -       

△191 △87  

-       -       

-       

-       

-       -       -       300    

△191 △168 △390 △276 △283 

-       81      402    302    165    209    

-       -       -       

△544 △393 

-       

△504 

32      20      53      36      

-       -       -       -       

414    532    454    

△353 

△1    -       -       -       -       

382    

21      20      △25  △83  △61  88      

△14  △8    

1       2       4       

-       33      40      45      

59      

-       

△13  △3    27      

△50  △100 △2    △49  

△4    10      

-       

△5    △1    

-       

△55  

9       

-       -       

-       -       

343    346    372    387    

7       2       2       1       

-       

△12  

214    133    105    40      

-       

△297 

△50  

-       -       

-       

△3    

1       

△576 

-       

32      

-       

△556 

H18

175    

351    

-       

-       

△317 

3       

-       

△17  

3       

-       

△100 

-       

△50  

441    

△172 

-       

-       

△7    

△110 

495    

385    

H19 H20

117    56      

356    363    

38      41      

-       -       

6       15      

-       △2    

46      17      

16      △42  

-       1       

600    -       

△50  -       

1,046 388    

△431 △482 

-       2       

45      43      

-       △1    

-       

△386 △438 

78      

163    201    

240    28      

385    625    

△123 

-       -       

△300 -       

△420 

H21

116    

362    

41      

-       

4       

-       

△18  

△4    

33      

△2    

△47  

47      

-       

532    

△591 

1       

36      

-       

8       

△546 

△129 

-       

-       

80      

66      

653    
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（４）施設の維持管理の状況 

 

①管路の状況 

現在、本市に布設されている送配水管の総延長は約５６０ｋｍとなっており、そのうち

の多くは拡張事業が行われた昭和４０年代から５０年代にかけて布設されています。これ

らの管は布設から４０年近くが経過し、漏水が増加傾向にあり、近い将来に布設替えを行

う必要があります。 

 

 

※１ 口径φ７５ｍｍ以上にかぎる 

※２ ここでいう耐用年数とは法定耐用年数＊ではなく、実際に使用可能と思われる年数 

 

②施設の状況 

 取水施設は浄水場横にあり、国土交通省が行う旧吉野川改修工事に伴い平成２７年度に

新たな取水塔が建設されています。また、浄水場は建設から４０年以上が経過し、老朽化

が進んでいます。 

 

取水・浄水施設 

施設名 所在地 築年度 

取水塔 北島町高房 平成２７年度 

浄水場 北島町高房 昭和４６年度 

 

40年以上経過 



- 12 - 

 

 浄水場から主要な配水池に水を送るための送水施設で、木津接合井＊に併設されている木

津中継ポンプ場は、建築から５０年近くが経過しています。また、直下に中央構造線があ

り、地震発生時には甚大な被害を受けることが予想されます。 

 

送水施設 

施設名 所在地 築年度 

木津中継ポンプ場 撫養町木津 昭和４１年度 

 

 現在、稼働中の配水池は市内に１８箇所あり、配水池から配水池に水を送るためのポン

プ室は１２箇所あります。これらの多くは拡張事業が行われた昭和４０年代・５０年代に

建設されており、老朽化が進んでいます。 

 

配水施設 

施設名 所在地 築年度 

木津接合井 撫養町木津 昭和４１年度 

妙見山配水池 撫養町林崎 昭和４２年度 

中山配水池 瀬戸町明神 昭和４２年度 

平草配水池 大麻町板東 平成２７年度 

中央配水池 撫養町斎田 昭和４９年度 

鳴門公園配水池 鳴門町土佐泊浦 昭和３８年度 

島田島高区配水池 瀬戸町大島田 平成１１年度 

島田配水池 瀬戸町小島田 昭和４１年度 

北泊配水池 瀬戸町北泊 昭和４６年度 

葛城配水池 北灘町粟田 昭和４３年度 

粟田配水池 北灘町粟田 昭和４７年度 

折野配水池 北灘町折野 昭和４３年度 

平草高区配水池 大麻町桧 昭和４６年度 

大谷配水池 大麻町大谷 平成元年度 

ソフトノミックス配水池 撫養町木津 平成１３年度 

鳴門複合産業団地配水池 瀬戸町明神 平成１０年度 

桧配水池 大麻町桧 平成５年度 

四方見橋減圧水槽＊ 瀬戸町大島田 昭和５２年度、平成７年度 

福池ポンプ室 鳴門町土佐泊浦 昭和５９年度 

粟田ポンプ室 北灘町粟田 昭和４７年度 

折野ポンプ室 北灘町折野 昭和４３年度 
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北泊ポンプ室 瀬戸町北泊 昭和４６年度 

鳴門公園ポンプ室 鳴門町土佐泊浦 昭和５９年度 

下田第２ポンプ室 大麻町大谷 平成７年度 

下田第３ポンプ室 大麻町大谷 平成７年度 

大谷加圧ポンプ室 大麻町大谷 平成１０年度 

ソフトノミックスポンプ室 撫養町木津 平成１３年度 

鳴門複合産業団地ポンプ室 瀬戸町明神 平成１０年度 

平草ポンプ室 大麻町板東 平成２７年度 

桧ポンプ室 大麻町桧 平成６年度 

 

（５）職員配置の状況 

 

職員数については、年度ごとの増減はあるものの、ほぼ横ばいとなっています。 

職員の平均年齢は約４９歳となっており、高年齢化が進んでいます。経験豊富な職員の退

職後の人員確保と技術力の継承が課題となっています。 

 

職員数の推移（単位：人） 

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

損益勘定職員＊ 22 22 22 20 24 21 

資本勘定職員＊ 5 5 5 5 3 4 

小 計 27 27 27 25 27 25 

再任用・嘱託職員 4 4 5 4 5 5 

総 計 31 31 32 29 32 30 

給水人口 1,000人当たりの職員数（単位：人） 

本市 0.50 0.50 0.52 0.48 0.53 0.50 

同規模団体平均値 0.35 0.34 0.34 0.33   

（各年度４月１日現在） 

 

（６）まとめ 

 

 市内ほぼ全域に安定的に水を供給できる水源を確保しており、また経営状況も良好な状

態を保っています。 

 しかし、収益が減少傾向にある中で、老朽化した施設の更新や耐震化など大規模な設備

投資を行う必要があり、今後の経営状況の悪化が懸念されます。 
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Ⅲ－３．安全な水の供給は保証されているか 

 

（１）水質の状況 

 

水道水の水質基準＊は法令で定められており、水質検査では当然のことながらすべての項

目について基準に適合しています。 

また、水道水をおいしくないと感じる大きな要因は「カビ臭」と「塩素臭」であり、カ

ビ臭から見たおいしい水達成率＊と塩素臭から見たおいしい水達成率＊は以下のとおりとな

っています。残留塩素濃度＊が高い傾向にあります。 

 

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

カビ臭から見たおいしい水達成率 ７０ ６５ ８７．５ ６７．５ ７２．５ 

塩素臭から見たおいしい水達成率 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

【参考】日本水道協会が公表している平成２４年度の平均値 

（すべての事業者の平均値ではありません） 

カビ臭から見たおいしい水達成率 ８４％ 

塩素臭から見たおいしい水達成率 ３２％ 

 

 

（２）水源汚染リスクへの対応 

 

 本市の水源は旧吉野川の表流水の１カ所のみであり、水源汚染時の非常用水源はありま

せん。非常用水源はある方が望ましいことは言うまでもありませんが、本市は良質な地下

水等に恵まれておらず、旧吉野川以外の水源の確保は困難です。 

 事故やテロ等の非常事態の発生時にも安定的に安全な水を供給できるように、河川の管

理者である国や他の事業者と連携を図りながら、原水＊水質の監視強化と非常時の給水体制

の確立を進める必要があります。 

 

（３）鉛管の使用状況 

 

鉛製の水道管（鉛管）は、安価で曲げやすく切断や接合が容易であることから、水道が

普及し始めた頃から近年まで給水管＊材料として全国的に使用されてきましたが、水道水が

管の中に長時間滞留すると水質基準を超える鉛が溶け出すことがあるため、昭和６０年頃

には使用が中止されました。 
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鉛管は配水管から分岐してご家庭に水を送る給水管で使用されており、本来は工事費を

ご負担いただき、取り替えるべきものですが、本市ではできるだけ早く鉛管をなくすこと

を目的として、市の負担で取り替え工事を進めています。 

平成２６年度末現在で確認している鉛製給水管残存件数は約１，３００件ですが、調査

が十分に実施できていない地区もあり、今後の調査によって新たに鉛製給水管が発見され

て件数が増加することがあります。 

 

（４）まとめ 

 

 水質については概ね良好な状態を保っていますが、カビ臭や塩素臭の対策が必要です。

また、鉛製給水管を早急に更新する必要があります。 

 

Ⅲ－４．危機管理への対応は徹底されているか 

 

（１）南海トラフ巨大地震発生時の被害想定 

 

 徳島県が公表した「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第二次）」において、想定しう

る最大クラスの地震、津波が発生した場合、本市では最大で震度６強の揺れと沿岸部で最

大７．１ｍの津波高が予測されています。 

水道施設においては、１８０件の管路被害が発生し、発生直後は断水人口が５２，００

０人、断水率は８５％と想定されています。 

 

（２）浄水施設の耐震化率 

 

 平成２１年度に管理棟＊の耐震化は完了したものの、その他の施設は構造上の問題や地盤

等の影響により耐震化ができていません。 

 

（３）配水池の耐震化率 

 

 本市には、現在稼働中の配水池が１８箇所ありますが、そのうち耐震性があることが確

認されている配水池は４箇所となっており、容量ベースでの耐震化率は２４．９％となっ

ています。 

耐震性が確認されていない配水池は耐震診断を行い、耐震性がなければ耐震化する必要

があります。 
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【平成２７年度末の配水池の状況】 

№ 配水池名称 築年度 容量 耐震性の確認 

１ 木津接合井 昭和４１年度 ３，０００㎥ 未 

２ 妙見山配水池 昭和４２年度 ３，０００㎥ 無 

３ 中山配水池 昭和４２年度 ２，０００㎥ 未 

４ 平草配水池 平成２７年度 ２，０００㎥ 済 

５ 中央配水池 昭和４９年度 １０，０００㎥ 未 

６ 鳴門公園配水池 昭和３８年度 ５０㎥ 未 

７ 島田島高区配水池 平成１１年度 １０５㎥ 済 

８ 島田配水池 昭和４１年度 １００㎥ 未 

９ 北泊配水池 昭和４６年度 １５０㎥ 未 

１０ 葛城配水池 昭和４３年度 ６０㎥ 未 

１１ 粟田配水池 昭和４７年度 ４００㎥ 未 

１２ 折野配水池 昭和４３年度 １２０㎥ 未 

１３ 平草高区配水池 昭和４６年度 １５０㎥ 未 

１４ 大谷配水池 平成 元年度 ４，０００㎥ 済 

１５ ソフトノミックス配水池 平成１３年度 ５０㎥ 済 

１６ 鳴門複合産業団地配水池 平成１０年度 ３００㎥ 未 

１７ 桧配水池 平成 ５年度 ３００㎥ 済 

１８ 四方見橋減圧水槽 昭和５２年度 

平成 ７年度 

５０㎥ 

５０㎥ 

未 

未 

 

（４）管路の耐震化率 

 

 本市の管路の総延長は約５６０ｋｍあり、そのうち耐震性を有する管路は約４０９ｋｍ

で耐震化率は約７３％となっています。 

現在、国庫補助金を活用し、布設後２０年以上経過した老朽管を、耐震性を有する管路

に更新する布設替工事を行っており、耐震化率は徐々に上がってきています。 

しかし、耐震化が進んでいるのは、管路の中でも末端で口径の小さい管であり、危機管

理対策上の重要性が高い基幹管路（導水管＊、送水管、配水本管、災害拠点病院など重要給

水施設への管路）については、延長約７６．３ｋｍのうち耐震性を有する管路は１３．６

ｋｍとなっており、耐震化率は１７．９％となっています。全国平均の基幹管路の耐震化

率３６．０％（平成２６年度末現在）を大きく下回っており、基幹管路の耐震化を進める

必要があります。 

また、強度面や耐震性に劣る石綿セメント管＊が現在も一部の送・配水管で使用されてお

り、早急に更新する必要があります。（平成２６年度末延長：２６３ｍ） 
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【本市の基幹管路の耐震化率の推移】 

年度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

本市 １０．８％ １４．５％ １７．３％ １７．４％ １７．５％ １７．９％ 

全国平均 ３０．３％ ３１．０％ ３２．６％ ３３．５％ ３４．８％ ３６．０％ 

 

（５）応急給水・復旧体制 

 

 大規模災害の発生などにより広範囲で断水が生じた際には、５ヶ所の拠点取水場所から

取水し、応急給水拠点で給水を行うこととしています。給水可能な水量は約７，４００㎥

となっています。 

 また、市内の鳴門市水道指定業者協同組合や日本水道協会中国四国地方支部の協力によ

り応急給水や速やかな復旧作業が実施できる体制を構築しています。 

 

拠点取水場所 施設概要 容量 

鳴門総合運動公園 飲料水兼用耐震性貯水槽＊ １７０㎥ 

うずしおふれあい公園 飲料水兼用耐震性貯水槽 １００㎥ 

鳴門市浄水場 浄水池 ２，１４０㎥ 

大谷配水池 緊急遮断弁＊ ４，０００㎥ 

平草配水池 緊急遮断弁 １，０００㎥ 

※ 容量は満水時の最大容量となっているため、状況によっては全量を確保できない可能性があります。 

 

（６）資機材備蓄の状況 

 

 災害時などの非常に応急給水を行うための資機材の備蓄状況は表のとおりとなっていま

す。 

 

資機材 数量 

給水車（２㎥タンク） １台 

給水タンク（１㎥） ２基 

キャンバス水槽＊ ５００㍑用１基、１０００㍑用２基 

給水袋 ２４００袋（１０㍑用２２００袋、６㍑用２

００袋） 

緊急用給水栓＊ ２基 
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（７）まとめ 

 

 現在の施設の耐震化状況では、南海トラフ地震で大きな被害を受けることが想定されま

す。施設の耐震化を早急に進めるとともに、さまざまな災害に対応できるよう応急給水・

復旧体制を充実していく必要があります。 

 

Ⅲ－５．市民意識調査の結果 

 

 水道事業に関する市民の皆様のご意見をお伺いし、事業運営の参考とするため、平成２

５年７月に「水道に関する市民意識調査」を実施しました。 

その結果、水道水をそのまま飲んでいる方は全体の１６．４％にとどまり、多くの方が

水道水を煮沸したり、浄水器を使用していることが分かりました。その理由は「味がおい

しくない」、「塩素の臭いが気になる」、「水質の安全性が不安」といったものなど水質に関

する理由が多くありました。 

また、災害に強い水道施設の整備を求める意見も多数ありました。 

 

「あなたは、おもに水道水をどのようにして飲んでいますか」という問いに対する回答 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 

「水道水をそのまま飲まない理由は次のうちどれですか」という問いに対する回答 

 

Ⅲ－６．水道料金の状況 

 

（１）料金体系 

 

 本市の水道料金は、口径別の基本料金と逓増型の従量料金を採用しており、下表のとお

りとなっています。消費税関係の改正を除くと昭和５９年から改正されておらず、３０年

以上同じ料金体系となっています。 

 

水道料金表（税抜） 

メーター口径 

（mm） 

基本料金 

（円） 

従量料金 

用途 使用水量 料金（円/m3） 

13 250 
一 

 

 

般 

 

 

第 1段 10 m3まで 

第 2段 10 m3を超え 20 m3まで 

第 3段 20 m3を超え 30 m3まで 

第 4段 30 m3を超え 50 m3まで 

70 

100 

130 

150 

20 250 

25 250 

30 900 

40 1,600 

50 2,600 
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75 7,000 用 
第 5段 50 m3を超えるもの 160 

100 13,500 

150 36,500 

湯屋用＊ メーターの口径ごと 1m3につき 70 

特殊用＊ メーターの口径ごと 1m3につき 200 

 

（２）有収水量、給水収益の状況 

 

平成２６年度の有収水量は８，７０５，７９２㎥、年間の給水収益は約１１億円（税抜）

となっており、過去の推移は以下のとおりとなっています。有収水量、給水収益ともに人

口減少等により平成１０年度をピークに減少傾向が続いています。 

 

 

 

（３）供給単価、給水原価の状況 

 

平成２６年度の１㎥あたりの供給単価は１２６．４３円、給水原価は１２７．８１円と

なっています。給水原価は年度ごとの費用の状況（８ページ「水道事業会計の損益の状況」

参照）により増減があるものの、有収水量の減少により近年は上昇傾向にあります。また、

供給単価は大口需要者の減少等により下降傾向にあります。 
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（４）まとめ 

 

 現状の料金体系のままでは将来的に赤字に転落することが想定され、料金の見直しを検

討する必要があります。 



- 22 - 
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Ⅳ－１．将来の事業環境の予測  

 

（１）水道事業を取り巻く将来環境 

 

 本市においては、今後も人口減少、少子高齢化は続くことが見込まれ、人口減少に合わ

せて給水収益も減少し、水道事業の経営状況はより一層厳しい状況となることが想定され

ます。 

 その一方で、近い将来、南海トラフ地震が高い確率で発生すると予測されており、水道

事業に対する安心安全へのニーズはますます高まると想定され、これまで以上に防災対策

事業を推進していかなければなりません。 

 また、気候変動や周辺環境の影響による原水水質の変化にも留意する必要があります。 

 

（２）水需要予測 

 

 将来の有収水量や給水収益を予測するため、平成２６年度に過去の人口の推移や水量の

実績値を用いた水需要予測を行いました。その結果は以下のとおりであり、４０年後の平

成６７年度の有収水量は年間約５２６万㎥となり、平成２６年度の８７１万㎥と比べてお

よそ４０％減少する見込みとなっています。これに伴い給水収益も同程度減少することが

見込まれます。 
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（３）水質基準の強化 

 

 水道法に基づく水質基準は近年強化される傾向にあり、平成２７年４月にも「ジクロロ

酢酸＊」、「トリクロロ酢酸＊」の基準が強化されました。この傾向は今後も続くものと想定

されます。 

 また、原水である旧吉野川の水質変化にも柔軟に対応できるよう準備しておく必要があ

ります。 

 

（４）資産の老朽化 

 

 現在の管路の更新延長は年間平均で約６．７ｋｍとなっており、総延長の５６０ｋｍに

対する更新率は約１．２％です。このペースで更新を続けるとすべての管路を更新するに

は８０年以上を要することとなり、管路の老朽化が進行することが懸念されます。 

 

【管路の総延長に対する更新実績（単位：ｍ）】 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

更新延長 ７，００９ ７，４０４ ５，５６２ ８，４９１ ４，８２６ 

 

Ⅳ－２．目指すべき理想像 

 

現状と将来の予測を踏まえ、国の新水道ビジョンで示された３つの観点に加え、現在の

枠組みの中では水道事業を維持していくことは困難であるとの認識のもと、既成概念にと

らわれない新たな水道事業を目指す（「挑戦」）こととし、４つの観点から本市の水道事業

の理想像を示します。 

 

（１）持続～いつまでも使える水道～ 

 

 

 

人口減少による収益の減少に対して、徹底的な経費節減や近隣事業体との広域化によ

る合理化、適正な料金水準の設定を図り、収支の均衡と必要最小限の運転資金を保って

いる。 

 

 

 

 水道事業に精通した者が施設の運転管理や維持修繕を適切に実施し、非常時において

① 安定した経営状態 

② 適切な維持管理 
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も迅速な対応ができる。 

 

（２）安全～信頼されるおいしい水道～ 

 

 

 

 将来の原水水質の変化や水質基準の強化に適切に対応し、確実に水道法に基づく水質

基準を満たした水を供給している。 

 

 

 

利用者の水質に対する満足度が高く、異臭味などの苦情を受けることがない。 

 

 

 

水源から給水栓＊に至るまでのすべての段階において水質汚染リスクが存在しない。 

 

（３）強靱～災害に負けない水道～ 

 

 

 

 すべての施設の耐震化が完了している。 

 

 

 

 応急給水・復旧体制が確立されており、災害時や非常時においても必要最低限の飲料

水や生活用水を供給し、速やかな復旧作業を行うことができる。 

 

（４）挑戦～進化する新たな水道～ 

 

 

 

 事業運営にあたって収益増加や経費節減の妨げとなっている規制などがなくなり、最

適化された環境の中で経営を行っている。 

 

 

① 水質基準の堅持 

② 利用者満足度の向上 

③ 水質汚染リスクの除去 

① 施設の耐震化 

② 応急給水・復旧体制の確立 

① 事業環境の最適化 
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 ＩＣＴ＊などの新しい技術や民間活力を適切に活用し、効率的な業務システムを構築

している。 

 

 

 

 市の他部局と連携を図りながら様々な取り組みを実施し、新たな水需要に対する水の

供給などを通じて、水道事業が市の人口減少対策などの魅力あるまちづくりに貢献して

おり、市民が水道に対する愛着と誇りを持っている。 

 

Ⅳ－３．計画期間中の目標設定  

 

５０年後、１００年後に理想像のような水道事業体になるために、本ビジョンの計画期

間中に達成しておくべき目標を４つの観点から示します。 

 

（１）持続～いつまでも使える水道～ 

 

 

 

将来に向けて水道事業を持続していくためには、安定した経営状態を保つことは不可

欠です。繰越利益剰余金＊を確保し、累積欠損金＊を発生させないようにします。 

 

 

 

 一定程度の資金を確保することにより、安定的な資金繰りを行うとともに、将来の施

設更新に備えます。また、災害等の非常事態により給水収益が見込めなくなったとして

も給水が継続できるようにします。 

 

 

 

 水道事業の職員は高年齢化しており、施設の運転管理や管路の維持修繕を適切に行う

ために、経験豊富な職員の技術や知識を次世代の職員に継承するとともに、民間事業者

の技術力の活用を図ります。 

 

① 累積欠損金を発生させない 

② 適切な資金の確保 

③ 職員の技術継承 

③ 魅力あるまちづくりへの貢献 

② 新技術等の活用 
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（２）安全～信頼されるおいしい水道～ 

 

 

 

 将来の原水水質の変化や水質基準の強化に適切に対応し、水道法に基づく水質基準適

合率１００％を堅持します。また、水質基準を補完するために設定している水質管理目

標設定項目＊についても目標値を確実に達成します。 

 

 

 

カビ臭の原因となる物質を浄水過程で確実に除去し、カビ臭から見たおいしい水達成

率を８０％まで引き上げます。 

 

 

 

 残留塩素濃度を適切に管理し、塩素臭から見たおいしい水達成率２５％を目指します。 

 

 

 

現在使用されている鉛製給水管の取り替えを進め、鉛製給水管をなくします。 

 

（３）強靱～災害に負けない水道～ 

 

 

 

 南海トラフ地震に備えて水道施設の耐震化を進めます。 

 

【具体的目標】 

 浄水場を更新し、浄水施設耐震化率を１００％にします。 

 木津接合井、妙見山配水池、中山配水池、中央配水池の主要配水池の耐震化を進め

ます。 

 管路の耐震化の優先順位を明確化し、基幹管路の耐震化を進めます。 

 管路の更新率を１．５％程度まで引き上げます。 

【参考】管路更新率全国平均値０．７６％（平成２６年度） 

 部分的に残存している石綿セメント管をなくします。 

① 水質基準の堅持 

② カビ臭の低減 

③ 塩素臭の低減 

④ 鉛製給水管の解消 

① 施設の耐震化 
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 南海トラフ地震等の災害に備えて、応急給水の確保や速やかに復旧作業を行うことが

できる体制づくりを進めます。 

 

【具体的目標】 

 災害時における飲料水の確保や漏水による二次災害の防止を目的として、主要な配

水池へ緊急遮断弁を設置します。 

 鳴門市水道指定業者協同組合や他事業者と連携した防災訓練を年１回実施します。 

 給水拠点での具体的な給水方法などを定めたマニュアルを整備します。 

 

（４）挑戦～進化する新たな水道～ 

 

 

 

 事業の効率化に向けて、職員ひとりひとりが経営感覚を持ち、広域化、規制緩和、Ｉ

ＣＴや民間活力の活用、新たな収入の確保などの新たな取り組みについて調査、検討を

行います。 

 

 

 

 広報活動等により市民との情報共有を進め、水道事業の現状や課題、今後の方向性に

ついて理解を深めます。 

 

 

 

② 応急給水・復旧体制の整備 

① 新たな取り組みの調査、検討 

② 情報共有と市民理解の促進 
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Ⅴ－１．持続（経営基盤の強化と適正な料金水準の設定） 

 

（１）アセットマネジメントの実施 

 

 本市では、厚生労働省が作成した簡易支援ツールを活用して、平成２７年度にアセッ

トマネジメントの考え方に基づいた将来予測を行いました。 

 

 施設を法定耐用年数に基づき更新し、水道料金水準を現行のまま据え置いた場合、今

後４０年間で約６５０億円の更新需要が発生し、年平均で約１６億円を投資する必要が

あります。その結果、４０年後には約５００億円の累積欠損金が発生し、約６２０億円

の資金が不足する見込みとなっています。 

 

 

 

 そこで、施設の更新基準を実使用年数に近い年数に設定し、再計算を行ったところ４

０年後には約３４０億円の累積欠損金が発生し、約３５０億円の資金が不足する見込み

となりました。 

 

【アセットマネジメントとは？】 

持続可能な水道事業の実現には、中長期の施設更新需要＊・財政収支見通しに基づ

く計画的な施設更新・資金確保が必要不可欠であり、ライフサイクル＊全体にわた

って効率的かつ効果的に水道施設を管理運営していかなければなりません。これら

を組織的に実践する活動をアセットマネジメントと言います。 
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 この欠損金と資金不足の解消のためには、４０年後には料金水準を現在の約３．４倍

まで引き上げる必要があります。 

 しかしながら、この料金水準では使用者の負担が大きすぎるため、さらなる施設の長

寿命化や施設のダウンサイジング＊を図り、投資的経費＊を圧縮するとともに、市の一

般会計との負担のあり方についても検討を行う必要があります。 

 今後は、施設の長寿命化やダウンサイジングを考慮した施設再構築の方針を定めると

ともに、一般会計が負担すべきとされている経費について繰出＊を検討します。それで

もなお不足する経費については、料金改定により補わざるを得ず、早急に改定に向けた

検討を開始します。 

 

（２）経営基盤の強化 

 

人口減少に伴う給水収益の減少などにより水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを

増す中にあっても、安定的にサービスを提供できるよう中長期的な視点に立った経営を

行い、徹底した効率化、経営健全化に取り組まなければなりません。 

そのために、中長期的な経営の基本計画である経営戦略＊を策定し、それに基づく計

画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を

図ります。 

 

（３）経営戦略（令和３年３月改訂） 

 

 経営戦略には、施設整備に関する投資計画を試算したうえで、その財源確保について
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の見通しを試算した財政計画を記載することとされています。本市ではアセットマネジ

メントの実施結果に基づく更新需要を投資計画とし、その財源を確保できるよう財政計

画を策定しています。また、財源確保のために様々な効率化・経営健全化の取り組みを

すすめることとしています。 

 

ａ）投資・財政計画（収支見通し） 

 

 次ページのとおり 
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・投資についての説明 

 

 アセットマネジメントの実施結果に基づき、施設の更新を使用年数に応じて着実に

実施することとしています。 

 

 浄水場の更新については、令和元年８月に策定した「鳴門市・北島町共同浄水場基

本計画」に基づき、全体事業費は１１７億５千万円とし、令和３年度から令和８年

度までの６カ年で実施する予定として算入しています。 

 

 管路の更新は、アセットマネジメントの実施結果に基づき年間８億１，３００万円

の更新費用が発生すると見込んでいます。 

 

・財源についての説明 

 

 料金収入については、令和元年度に実施した料金改定により年間約２億円、全体で

約１４億円の増収を見込んでいます。 

 

料金改定による増収効果額（単位：百万円） 

年度 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 

効果額 １８０ ２０７ ２０６ ２０４ ２０２ ２００ １９８ 

 

 動力費＊は有収水量の減少にあわせて減少するものとしています。 

 

 減価償却費及び長期前受金戻入は投資の見込みに基づき見込んでいます。 

 

 支払利息は企業債の借入予定に基づき見込んでいます。 

 

 平成２８年度に隔月検針の導入による調定月数の減少や旧取水塔の除却損により

純損失が発生する見込みとなっています。 
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ｂ）効率化・経営健全化の取組 

 

・組織、人材、定員、給与に関する事項 

 「鳴門市スーパー改革プラン２０２０」に基づき、定員管理・給与等の適正化に取

り組みます。 

 

 業務の外部委託を推進し、再任用職員・嘱託職員の総数を抑制します。 

 

費用削減効果額（単位：百万円） 

年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 

効果額 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

 

・広域化に関する事項 

 近隣事業者との個別業務の共同委託や相互連絡管＊の整備などについて検討します。 

 

・民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 

 浄水場更新事業について民間活力導入可能性調査を実施し、可能な限り民間の資金

やノウハウを活用します。 

 現浄水場の運転管理体制について検討を行い、外部委託の範囲を広げます。 

 

・その他の経営基盤の強化に関する事項 

 現在の毎月検針を隔月検針に改め、検針費用を削減します。 

 

費用削減効果額（単位：百万円） 

年度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 

効果額 １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ 

 

 負担の公平性確保の観点から新たな手数料等の導入を検討します。 

 市一般会計との費用負担のあり方について検討を行います。 

 遊休資産の処分を検討します。 

 

・資金管理・調達に関する事項 

 現状のとおり預金の見積もり合わせや公的資金を活用した低利な借入を継続しま

す。 
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・情報公開に関する事項 

 経営情報を、市公式ウェブサイトなどを通じて積極的に公開します。 

 

・その他重点事項 

 南海トラフ地震等に備えた防災対策事業を積極的に推進します。 

 

 

（４）職員の技術継承 

 

 職員の技術継承は、経験豊富な職員と経験の浅い職員を同時期に勤務させ、日々の業

務を通じて時間をかけて行うことが一般的ですが、本市の職員の配置状況ではそういっ

た方法は困難です。 

 そこで、外部への業務委託を積極的に行い、民間の技術力を適切に活用するとともに、

経験の浅い職員でも理解できる業務マニュアルを作成します。 

 また、委託した業務を適切にモニタリングできるよう水道技術管理者を中心とした体

制づくりを行います。 

 

Ⅴ－２．安全（水質の維持と市民の満足する水の提供） 

 

（１）水安全計画の推進 

 

安全な飲料水を常時供給し続けるためには、水源から給水栓に至る全ての段階におい

て包括的な危害評価と危害管理を行うことが必要です。 

そこで本市では、水道水に対して危害となる要素を抽出し、それに対して具体的にど

のように対策を実施していくかを定めた水安全計画を策定しており、それに基づき適切

な施策を実施していくこととしています。 

 

（２）原水水質の監視強化 

 

 吉野川水系の河川の汚濁防止対策や緊急時の連絡及び調整などを目的として国が設

置し、本市も参加している「吉野川水系水質汚濁防止連絡協議会」を活用し、汚濁防止

対策や緊急時の体制構築などの取り組みを進めます。 

 また、取水場所が本市とほぼ同じである北島町と原水水質検査を連携して行います。 

 

（３）カビ臭への対策 

 

 



- 37 - 

 

 本市の水道水の原水は旧吉野川の表流水であり、河川における藻類の発生などにより

水道水にカビ臭が発生することがあります。カビ臭の原因となる物質を除去するために

粉末活性炭＊の注入設備を整備し、カビ臭の低減を図ります。 

 

（４）塩素臭への対策  

 

 水道水中の残留塩素濃度は、水道法などにより０．１㎎／Ｌ以上保持するように定め

られています。塩素は揮発性があり、浄水場で水が作られてからご家庭に送られるまで

に時間とともに濃度が下がるため、末端のご家庭でも残留塩素濃度を基準値以上に保持

しようとすると、ご家庭によっては残留塩素濃度が高くなってしまいます。これを平準

化するために配水池やポンプ場などに塩素を追加注入できる設備を整備します。 

 

（５）耐塩素性病原生物への対策 

 

 本市では、原水が河川表流水であるため、塩素消毒が無効なクリプトスポリジウム＊

などの耐塩素性病原生物が原水に混入する可能性が高いとされています。 

 この対策として、国から示された対策指針に基づき、適切な検査体制を維持するとと

もに、浄水場更新時には除去に必要なろ過設備を整備します。 

 

（６）鉛製給水管の解消 

 

 早急に全域での詳細な残存調査を完了し、平成３２年度までに鉛製給水管を解消しま

す。 

 

Ⅴ－３．強靱（着実な施設の更新・耐震化と応急給水・復旧体制の整備） 

 

（１）水道施設耐震化計画の策定 

 

南海トラフ地震に備えて水道施設を耐震化することは喫緊の課題ですが、その実施に

は多額の費用と労力を要し、短期間で完了させることは困難です。 

そこで、施設の重要度や優先度を考慮し、計画的に耐震化を実施していくことを目的

として鳴門市水道施設耐震化計画を平成２８年度までに策定します。 

 

（２）浄水場の更新 

 

 浄水場は水道事業の根幹となる施設ですが、建設から４０年以上が経過し、施設の老
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朽化が進行しており、耐震化もされていません。本市には浄水場が１箇所しかなく代替

設備もないため、地震発生時に浄水場が被災すると長期間にわたって給水が停止する恐

れがあります。 

 また、現在の浄水場はその構造や地盤の状況から耐震化することは困難なため、早急

に浄水場を更新します。 

 

（３）配水池の耐震化 

 

 耐震性が確認されていない配水池について、主要なものから耐震診断を実施し、耐震

性がないことが判明すれば、耐震化または更新工事を実施します。なお、更新工事を実

施する際には、より効率的な配水を行うことができるよう施設の統廃合を検討します。 

 また、耐震化や更新工事に併せて、災害時における飲料水の確保と漏水による二次災

害の防止を目的として主要な配水池に緊急遮断弁を設置します。 

 

（４）管路更新の推進 

 

 老朽化した管路の更新を積極的に推進するとともに、基幹管路や、病院や災害時にお

ける避難場所などの重要給水施設への配水管の耐震化を、水道施設耐震化計画で定めた

年次計画に基づき実施します。 

 また、残存している石綿セメント管をすべて更新します。 

 

（５）応急給水・復旧体制の整備 

 

平成２８年２月に策定した「鳴門市業務継続計画＊」に基づき、マニュアルの整備や

防災訓練を実施します。 

 

Ⅴ－４．挑戦（関係機関等との連携・調整と広報活動等の充実） 

 

（１）規制緩和等に向けた提言 

 

 現行の制度を変えることにより、より効率的に事業運営を行うことができると考えら

れる事項について、特区＊の提案、日本水道協会や市長会を通じた要望を行うなど、国

や県に対して改善に向けた提言を行います。 

 

（２）近隣事業者等との連携 

 



- 39 - 

 

 業務の共同化や将来的な広域化、災害対策について、近隣事業者や他のライフライン

事業者と連携しながら調査、検討を行います。 

 

（３）他部局との連携 

 

 水道事業と関連のある市の他部局と連携しながら、更なる事業の効率化や魅力あるま

ちづくりを進めます。 

 

（４）広報活動等の充実 

 

 市広報紙やテレビ広報番組などを通じて水道事業の現状や課題、今後の方向性につい

て分かりやすく情報提供を行うとともに、市のイベントなどに積極的に出展し、市民の

水道への理解を深めます。 
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Ⅵ－１．ビジョンの目標実現に向けて  

 

 本市水道事業の抱える課題は多岐にわたり、その解決に向けた取り組みを市だけで実

施することは困難です。市民その他の水道利用者、民間事業者、他の水道事業者及び関

係機関と連携を図りながら、最大限の効果をあげられるように各種施策を推進する必要

があります。 

 特に、水道事業の収益の大半は料金収入であり、市民その他の水道利用者は経営を支

える重要な役割を担っています。 

 市は積極的に情報提供を行い、市民その他の水道利用者は水道事業に対する理解を深

め、自らも経営に参画しているという認識で事業に関わっていかなければなりません。 

 

Ⅵ－２．フォローアップ体制 

 

（１）中間報告の作成 

 

 本ビジョンの中間年度にあたる平成３２年度には数値目標の達成率などの中間報告

を作成するとともに、計画値と実績値に乖離が生じている場合には、その理由を分析し

たうえで必要があればビジョンの見直しを行います。 

 

（２）経営戦略の見直し 

 

経営戦略は平成３２年度に中間見直しを行います。 

 

（３）鳴門市水道事業審議会への報告 

 

 本ビジョンの実施状況を鳴門市水道事業審議会に報告し、有識者や水道利用者のご意

見を伺いながら施策の見直しや目標の再設定を行います。 
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Ⅶ－１．策定の経過 

 

年 月 日 内    容 

平成２７年８月１９日 平成２７年度第１回鳴門市水道事業審議会開催 

平成２７年９月３０日 平成２７年度第２回鳴門市水道事業審議会開催 

平成２７年１１月１８日 平成２７年度第３回鳴門市水道事業審議会開催 

平成２８年１月４日 

～平成２８年２月２日 
パブリックコメント実施 

平成２８年３月２２日 平成２７年度第４回鳴門市水道事業審議会開催 

平成２８年３月２８日 鳴門市水道事業審議会から答申 
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Ⅶ－２．鳴門市水道事業審議会への諮問 
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Ⅶ－３．鳴門市水道事業審議会からの答申 
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Ⅶ－４．パブリックコメントの実施結果 

 

・意見募集期間：平成２８年１月４日から平成２８年２月２日まで 

・意見提出者数：０人 

・意見提出件数：０件 
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Ⅶ－５．用語解説 

 

 本文中の「＊」印をつけた語句についての解説です。 

 

【あ行】 

・ＩＣＴ（アイシーティー） 

 Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のこと。 

・飲料水兼用耐震性貯水槽 

 地下に埋設されている貯水槽で、水道管と直結されており、普段は水道管の一部とし

て絶えず水が流れているが、緊急時には水道管との接続部分が遮断され、飲料水や消火

用の水を供給する貯水槽となる。緊急貯水槽ともいう。 

・塩素臭から見たおいしい水達成率 

 残留塩素濃度の年間最大値が０．８mg／Ｌ以上のとき０％となり、０．４mg／Ｌ以下

のとき１００％となる。（参考：残留塩素濃度） 

【か行】 

・カビ臭から見たおいしい水達成率 

 カビ臭を発生させる物質の水質基準値に対する最大濃度の割合。年間最大濃度が水質

基準値以上の場合０％となり、カビ臭を発生させる物質が含まれないと１００％となる。 

・簡易水道 

 管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する水道のうち、

給水人口が１００人を越え５，０００人以下であるもの。 

・管理棟 

 浄水場施設の操作や監視を行ったり、水質検査を行う建物。主要な電気設備などが集

中して存在しており、重要性が高い建物であるため、本市では優先的に耐震化を行った。 

・企業債 

 建設改良費などに充てるために発行された借入金。 

・キャンバス水槽 

 飲料水を運搬することができる仮設用の水槽。ウォーターバルーンともいう。 

・給水 

 家庭や工場などの水道利用者に対して水を供給すること。 

・給水管 

 水道管のうち、道路に埋設されている配水管から分岐して各家庭などに水を送る管。

給水管は水道利用者の財産である。（参考：導水管、送水管、配水管） 

・給水区域 

 水道事業者が事業を行う区域。区域内の需要者から給水の申し込みがあった場合、正

当な理由がない限り、水道事業者は給水を拒むことができない。 
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・給水原価 

 年間の経常費用（営業費用と営業外費用）から受託工事費と材料売却原価を除いたも

のを年間有収水量で除したもの。有収水量１㎥あたりどれくらいの費用がかかっている

かを表している。（参考：供給単価、有収水量） 

・給水栓 

 蛇口などの給水管の末端に取り付けて水を出したり止めたりする栓のこと。（参考：

給水管） 

・急速ろ過方式 

 浄水処理方式のひとつで、砂や砂利などによるろ過と薬品処理を組み合わせた方式。 

現在、国内で最も普及している。 

・供給単価 

 年間給水収益を年間有収水量で除したもので、有収水量１㎥あたりの給水収益の額。 

（参考：給水原価、有収水量） 

・業務継続計画 

 大規模な災害などが発生した際に、事務執行を停滞させることなく、速やかに再開す

ることができるようあらかじめ策定しておく行動計画。Business Continuity Plan を

略してＢＣＰとも呼ばれる。 

・緊急遮断弁 

 揺れや水圧の異常を感知すると自動的に水道管を遮断する弁。配水池の出口部分に設

置することにより、破損した管からの水の流出を防ぐとともに応急給水に必要な水を確

保することができる。 

・緊急用給水栓 

 消火栓や給水車に接続し、その場で蛇口から給水できるようにする装置。 

・繰越利益剰余金 

 過去の利益の総額のうち処分されずに残っているもの。 

・繰出 

 地方公共団体の一般会計と特別会計、または特別会計間で現金が支払われること。 

・クリプトスポリジウム 

 寄生性原虫でヒト、ウシ、ネコ等の動物に摂取されると、消化管の細胞に寄生して増

殖し、糞便とともに体外に排出され感染源となる。水道事業では水源の上流にし尿、下

水、家畜の糞尿等を処理する施設がある場合に原水に混入する可能性が高くなり、塩素

に対して極めて強い耐性があるため、水道水中に混入した場合、集団感染を引き起こす

恐れがある。感染すると下痢などの症状がでる。 

・経営戦略 

 公営企業の中長期的な経営の基本計画。経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を

目的としてすべての公営企業で策定するよう総務省から要請されている。 
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・計画給水人口 

 水道法第７条第１項に基づいて国への認可申請に添付した事業計画書に記載された

給水人口。 

・経常収支比率 

 経常収益（営業収益＋営業外収益）を経常費用（営業費用＋営業外費用）で除したも

の。企業の資金繰りの安全性を示す指標と言われている。 

・減圧水槽 

 配水池から配水する際に、高低差により水圧が高くなりすぎる箇所の水圧を調整する

ために設けられた施設。（参考：配水池） 

・原水 

 河川を流れている水道水の原材料となる水。 

・原水及び浄水費 

 河川から取水し、浄水場で水道水をつくるのにかかる費用。（参考：配水及び給水費、

受託工事費、総係費） 

・更新需要 

 施設が使用可能な年数を超過し、更新する際に必要となる費用。 

【さ行】 

・残留塩素濃度 

 水道水中に存在する塩素の濃度。水道法で 1リットルの水道水中に０．１ミリグラム

以上保持するよう定められている。 

・ジクロロ酢酸 

 水質基準に定められている項目のひとつである化学物質。発がん性の可能性があると

されている物質で、原水に含まれている有機物と消毒剤の塩素が反応することにより生

成される。（参考：原水、水質基準） 

・自己資本構成比率 

 繰延収益、資本金及び剰余金の合計を負債資本合計で除したもの。この値が高いほど

建設改良に伴う借入が少ない。 

・資本勘定職員 

 主に施設の建設改良に関わる職員で資本的収支から給与が支払われる。（参考：損益

勘定職員） 

・取水塔 

 河川から水をくみ上げるために河川内に建設された筒状の施設。 

・受託工事費 

 委託を受けて行う工事にかかる費用。本市の水道事業では、そのほとんどが給水管な

どの新設、修繕工事である。（参考：給水管、原水及び浄水費、総係費、配水及び給水

費） 
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・浄水場 

 河川の水や地下水などを浄化、消毒する水道施設。 

・水質管理目標設定項目 

 水質基準とはされていないが、水道水中で検出される可能性があるなど留意すべき項

目。厚生労働省が２６項目とその目標値を設定しているが、法令上、検査は義務付けら

れてはおらず、事業体の判断で取捨選択が可能。本市では厚生労働省の示した全２６項

目について検査を行っている。（参考：水質基準） 

・水質基準 

 水道法第４条及び水質基準に関する省令により定められた水道水が備えておくべき

５１項目の基準。（参考：水質管理目標設定項目） 

・水利権 

 河川法に基づき河川や湖沼の水を利用することができる権利。 

・石綿セメント管 

 セメントに石綿を混ぜてつくられたコンクリート製の管。軽量、安価、加工性が高い

といった点から昭和３０年代を中心に日本中の自治体で大量に水道管として用いられ

たが、強度面や耐震性に劣ることが判明し、昭和６０年に製造が中止された。 

・接合井 

 浄水場から配水池まで送水する途中で水圧の調整を行うために設けられた施設。（参

考：浄水場、配水池） 

・総係費 

 水道メーターの検針や料金徴収などの事業活動に必要な管理費。（参考：原水及び浄

水費、受託工事費、配水及び給水費） 

・相互連絡管 

 隣接する水道事業者が互いに所有する水道管を接続するために設置した管。緊急時の

水の相互融通などに使用される。緊急時用連絡管ともいう。 

・送水管 

 水道管のうち、浄水場でつくられた水を主要な配水池まで送る管。（参考：導水管、

配水管、給水管） 

・損益勘定職員 

 主に水道経営や施設管理に関わる職員で収益的収支から給与が支払われる。（参考：

資本勘定職員） 

【た行】 

・ダウンサイジング 

 施設を小規模化すること。施設の廃止や統合による規模縮小も含む。 

・長期前受金 

 減価償却を行う固定資産を取得する際に交付された補助金等の財源。 



- 51 - 

 

・長期前受金戻入 

 長期前受金を減価償却に合わせて収益化したもの。（参考：長期前受金） 

・投資的経費 

 施設の建設改良や用地購入など社会資本形成にかかる経費。 

・導水管 

 水道管のうち、河川などから取水した水を浄水場まで送る管。（参考：送水管、配水

管、給水管） 

・動力費 

 製造のための機械設備を動かすエネルギーにかかる経費。 

・特殊用 

 水道料金算定の際に用いられる用途別区分のひとつで、建設工事用などで臨時的に利

用されるもの。（参考：湯屋用） 

・特区 

 地域の活性化を目的として、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げている

ものなどの実情に合わない国の規制について、地域を限定して緩和する制度。 

・トリクロロ酢酸 

 水質基準に定められている項目のひとつである化学物質。発がん性の可能性があると

されている物質で、原水に含まれている有機物と消毒剤の塩素が反応することにより生

成される。（参考：原水、水質基準） 

【は行】 

・配水及び給水費 

 浄水場でつくられた水道水を各家庭まで送るのにかかる費用。（参考：原水及び浄水

費、受託工事費、総係費） 

・配水管 

 水道管のうち、主要な配水池から各家庭の前まで水を送る管。（参考：導水管、送水

管、給水管） 

・配水池 

 浄水場でつくられた水を貯留しておき、需要量に応じて各家庭に水を送るための施設。

高低差を利用し水を送るため、多くは山や高台に設置されている。 

・配水量 

 浄水場から市内の各配水池に送られた水量。（参考：有収水量） 

・費用関数 

 過去の実績をもとに数量と費用の関係を関数化したもの。 

・表流水 

 河川を流れる水。これに対して河床や河川敷の下を流れる水を伏流水という。 

・布設 
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 水道管などを設置すること。「敷設」とも書くが、水道法上では「布設」と表記され

ているため、本ビジョンでは「布設」という表記で統一している。 

・粉末活性炭 

 特定の物質を分離、吸着しやすくなるよう処理を施した炭のうち粉状のもの。これに

対して粒が大きいものは粒状活性炭という。 

・法定耐用年数 

 減価償却資産の使用可能な年数を法令で定めたもの。水道施設の法定耐用年数は地方

公営企業法施行規則により定められている。 

【や行】 

・有収水量 

 水道料金徴収の対象となった水量。配水量との差は漏水や消火栓での使用量、工事な

どで使用した水量である。（参考：配水量） 

・有収率 

 配水量に対する有収水量の割合。この率が高いほど、漏水が少なく、効率よく事業が

行われているといえる。平成２５年度の全国平均値は９０．２％となっている。（参考：

配水量、有収水量） 

・湯屋用 

 水道料金算定の際に用いられる用途別区分のひとつで、公衆浴場法に基づく一般公衆

浴場で使用するもの。公衆浴場という性質から一般用より安価な料金が設定されている。

（参考：特殊用） 

【ら行】 

・ライフサイクル 

 施設を設置してから使用を終えるまでの期間。 

・流動比率 

 流動資産を流動負債で除したもの。短期的な資金繰りの安全性を表す指標である。 

・累積欠損金 

 剰余金で埋めきれなかった赤字の総額。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


